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一　

は
じ
め
に
─
護
符
研
究
に
つ
い
て
─

　

護
符
と
は
、
お
札
・
お
守
・
守
札
・
神
札
な
ど
と
呼
ば
れ
、
神
仏
の
尊

称
や
経
文
、
呪
文
、
呪
的
な
文
様
が
書
か
れ
た
も
の
を
指
す
。
体
に
身
に

付
け
た
り
、
屋
内
で
は
神
棚
や
竈
、
屋
外
で
は
辻
や
水
口
な
ど
に
設
置
す

る
こ
と
で
、
神
仏
の
加
護
を
願
う
。
材
質
は
、
紙
や
木
等
か
ら
な
る
が
、

た
だ
「
お
札
」
と
呼
ぶ
と
き
に
は
、
紙
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
製
作
さ
れ

る
部
数
に
よ
っ
て
、
手
書
き
、
版
木
印
刷
、
機
械
印
刷
と
製
作
手
段
が
異

な
る
。
大
き
な
寺
社
な
ど
で
は
、
機
械
印
刷
さ
れ
た
も
の
が
主
と
な
っ
て

い
る
が
、
特
別
な
行
事
な
ど
で
は
今
で
も
版
木
で
摺
っ
た
も
の
を
授
与
す

る
こ
と
も
あ
る
。

　

さ
て
、
戦
前
か
ら
護
符
に
関
す
る
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
が（
１
）、

民
俗
学

に
よ
る
本
格
的
な
護
符
研
究
は
、
昭
和
六
二
年
（
一
九
八
七
）
に
「
護
符

と
幣
帛
」
特
集
号
と
さ
れ
た
『
民
具
マ
ン
ス
リ
ー
（
二
〇
）
七
』
か
ら
始

ま
る（
２
）。

本
号
で
、
戸
川
安
章
は
出
羽
三
山
と
い
う
護
符
の
発
行
元
を
取
り

上
げ
、
西
海
賢
二
は
神
奈
川
県
秦
野
市
の
個
人
宅
の
屋
根
裏
に
納
め
ら
れ

て
い
た
護
符
を
整
理
し
需
要
面
か
ら
の
分
析
を
お
こ
な
っ
た
。
こ
の
護
符

を
巡
る
、発
行
と
需
要
と
い
う
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
は
、後
年
、

嶋
津
宣
史
が
「
日
本
の
護
符
の
信
仰
を
探
る
に
は
、
護
符
を
授
与
す
る
社

オ
オ
カ
ミ
の
護
符
の
作
成
者
に
つ
い
て

～
埼
玉
県
岩
根
神
社
と
釜
山
神
社
を
事
例
に
し
て
～

矢
嶋
正
幸

〔
研
究
ノ
ー
ト
〕



國學院雑誌　第 126 巻第７号（2025年） ─ 24 ─

寺
側
の
信
仰
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
授
与
さ
れ
る
側
の
信
仰
も
探
求
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
通
じ
る（
３
）。

　

そ
れ
か
ら
お
よ
そ
四
〇
年
が
経
過
し
て
、
近
年
は
需
要
側
の
資
料
が
蓄

積
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
埼
玉
県
を
例
に
す
る
と
、
平
成
八
年
（
一
九
九
六
）

に
宮
代
町
が
発
行
し
た
『
祈
り
の
札（
４
）』

が
一
つ
の
画
期
と
な
っ
て
い
る
。

本
書
以
前
に
も
青
木
忠
雄
に
よ
る
旧
与
野
市
内
の
調
査（
５
）や
、
鳩
ケ
谷
市
教

育
委
員
会
に
よ
る
社
寺
札
の
調
査（
６
）が

な
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
宮
代
町

で
は
、
護
符
を
一
枚
ず
つ
翻
刻
し
、
図
柄
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
図
版

を
掲
載
し
た
。
さ
ら
に
、
授
与
元
が
分
か
る
寺
社
に
つ
い
て
は
リ
ス
ト
と

分
布
図
の
作
成
を
お
こ
な
い
、
護
符
の
発
行
圏
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ

は
一
冊
を
護
符
の
調
査
報
告
に
充
て
る
と
い
う
潤
沢
な
ペ
ー
ジ
数
を
確
保

し
た
か
ら
な
し
得
た
こ
と
で
あ
り
、
平
成
二
六
年
（
二
〇
一
四
）
の
『
飯

能
市
郷
土
館
収
蔵
資
料
目
録
六　

護
符
・
版
木
な
ど（
７
）

』
や
令
和
二
年

（
二
〇
二
〇
）
の
『
北
本
の
守
り
札（
８
）』
と
い
っ
た
後
発
す
る
調
査
報
告
書

の
手
本
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
県
外
で
は
、
徳
島
県
立
博
物
館
の
企
画
展

「
徳
島
お
ふ
だ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
～
は
ら
い
た
ま
え
き
よ
め
た
ま
え
～（
９
）」

で

参
考
文
献
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
自
治
体
に
よ
る
調
査
報
告
書
発
行
や
、
博
物
館
に
よ
る
展

示
が
全
国
的
に
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
護

符
研
究
の
総
括
的
な
仕
事
は
、
平
成
一
六
（
二
〇
〇
四
）
に
千
々
和
到
が

主
宰
し
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
護
符
・
牛
玉
宝
印
研
究
の
現
状
と
課
題
」

を
も
と
に
し
た
論
集
『
日
本
の
護
符
文
化
』
が
最
初
で
最
後
と
な
っ
て
い

る
。
千
々
和
は
「
護
符
の
収
集
的
研
究
を
実
施
す
る
こ
と
が
必
要（

（1
（

」
と
述

べ
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
に
ど
れ
だ
け
の
調
査
報
告
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る

の
か
、
さ
ら
に
そ
の
蓄
積
を
ど
の
よ
う
に
生
か
し
て
い
け
る
の
か
、
点
検

し
て
い
く
時
期
に
来
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
需
要
の
さ
れ
方
と
比
べ
て
、
発
行
に
焦
点
を
当
て

た
調
査
・
研
究
は
蓄
積
途
上
と
な
っ
て
い
る
。『
日
本
の
護
符
文
化
』で
は
、

配
札
と
い
う
職
能
や
、版
木
そ
の
も
の
に
焦
点
が
当
た
っ
て
い
る
も
の
の
、

版
木
の
作
り
方
や
摺
り
方
に
つ
い
て
の
論
考
は
少
な
い
。
元
興
寺
文
化
財

研
究
所
に
よ
る
奈
良
の
寺
社
に
伝
わ
る
版
木
調
査（

（1
（

は
、
分
厚
い
も
の
が
あ

る
が
、「
モ
ノ
」
と
し
て
の
版
木
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
作

成
者
や
使
い
方
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
な
い
。
ま

た
、
民
俗
行
事
と
し
て
牛
王
宝
印
な
ど
を
発
行
す
る
「
お
こ
な
い
」
の
調

査
報
告（

（1
（

で
は
、
護
符
作
成
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
る
も
の
の
、

あ
く
ま
で
報
告
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　

戸
川
は
先
に
あ
げ
た
論
考
の
中
で
、「
道
者
や
信
者
の
要
望
に
応
じ
て

多
く
の
守
札
を
発
行
し
た
が
、
そ
れ
を
摺
る
た
め
に
用
い
る
版
木
類
は
、

職
人
に
彫
ら
せ
る
も
の
は
ご
く
稀
れ
で
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
修
験
者
自

身
で
あ
っ
た（

（1
（

」
と
、
版
木
の
作
成
者
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
果
た
し
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て
こ
の
事
例
を
一
般
化
し
て
よ
い
も
の
か
。

　

ま
た
、
西
海
賢
二
は
、
先
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
中
で
護
符
発
行
の
主
体

は
御
師
で
あ
る
こ
と
に
注
意
を
投
げ
か
け
て
い
る（

（1
（

。
確
か
に
近
世
の
寺
社

で
発
行
さ
れ
た
護
符
に
は
、
御
師
の
名
前
が
印
字
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
、

そ
の
指
摘
は
首
肯
で
き
る
。

　

し
か
し
、
護
符
の
作
成
に
携
わ
る
の
は
、
修
験
者
や
御
師
と
い
っ
た
宗

教
者
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
。
御
師
は
、
多
い
時
に
は
数
千
枚
の
護
符
を
配

る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
う
し
た
膨
大
な
数
の
札
を
個
人
で
作
れ
る
の
か
と

い
う
素
朴
な
疑
問
も
わ
く
。
護
符
作
成
に
手
伝
い
が
い
る
と
し
た
ら
、
ど

の
よ
う
な
人
間
が
携
わ
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

地
域
や
時
代
ご
と
の
護
符
発
行
の
仕
組
み
の
事
例
を
収
集
す
る
こ
と

で
、
護
符
や
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
宗
教
環
境
と
い
っ
た
も
の
へ
の
理
解
を

深
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
護
符
需
要
へ
の
理
解
に
も
つ

な
が
る
こ
と
で
も
あ
る
。

二　

オ
オ
カ
ミ
の
護
符
に
つ
い
て

　

さ
て
、
様
々
な
護
符
が
あ
る
中
、
本
稿
で
は
オ
オ
カ
ミ
の
護
符
を
取
り

上
げ
る
。
小
倉
美
恵
子
『
オ
オ
カ
ミ
の
護
符（

（1
（

』
は
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー

映
画
を
も
と
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
、
東
京
都
武
州
御
嶽
神
社
で
発
行
さ

れ
て
い
る
オ
オ
カ
ミ
の
護
符
を
皮
切
り
に
、
関
東
各
地
で
お
こ
な
わ
れ
て

い
る
オ
オ
カ
ミ
信
仰
を
紹
介
し
て
い
る
。松
場
正
敏
は
、護
符
コ
レ
ク
タ
ー

の
立
場
か
ら
オ
オ
カ
ミ
の
護
符
を
収
集
、『
お
犬
様
の
御
札
～
狼
・
神
狗
・

御
眷
属
～（

（1
（

』
と
い
う
同
人
誌
を
作
成
し
、
第
三
版
ま
で
発
行
し
て
い
る
。

ネ
ッ
ト
上
を
見
て
み
る
と
、
オ
オ
カ
ミ
の
護
符
を
集
め
る
様
子
が
Ｓ
Ｎ
Ｓ

や
動
画
に
あ
が
っ
て
い
る
。
近
代
に
絶
滅
し
た
オ
オ
カ
ミ
と
い
う
動
物
が

持
つ
神
秘
性
と
と
も
に
護
符
の
デ
ザ
イ
ン
の
秀
逸
さ
に
惹
か
れ
る
人
も
多

い
よ
う
だ
。

　

も
ち
ろ
ん
民
俗
学
の
立
場
か
ら
も
オ
オ
カ
ミ
信
仰
へ
の
関
心
は
高
い
。

オ
オ
カ
ミ
信
仰
は
、
東
北
地
方
か
ら
中
国
地
方
に
か
け
て
分
布
し
て
い
る

が
、
オ
オ
カ
ミ
の
護
符
を
発
行
し
て
い
る
神
社
は
、
埼
玉
県
秩
父
地
方
に

集
中
し
て
い
る
。
秩
父
地
方
を
中
心
と
し
た
オ
オ
カ
ミ
信
仰
の
概
説
に
つ

い
て
は
、
飯
塚
好
が
ま
と
め
て
い
る（

（1
（

。
ま
た
、
個
別
研
究
と
し
て
は
、
西

村
敏
也
が
、
三
峰
山
を
筆
頭
に
し
て
、
武
甲
山
・
猪
狩
神
社
・
釜
山
神
社
・

城
峰
神
社
（
矢
納
）・
城
峰
神
社
（
石
間
）・
宝
登
山
神
社
・
蓑
山
神
社
・

若
神
子
神
社
・
檜
原
村
と
い
っ
た
神
社
を
取
り
上
げ
、
そ
の
中
で
護
符
の

作
成
に
も
注
意
を
寄
せ
て
い
る（

（1
（

。埼
玉
県
立
川
の
博
物
館
で
も「
神
に
な
っ

た
オ
オ
カ
ミ
」
と
い
う
展
示
を
お
こ
な
い
、
県
内
に
あ
る
オ
オ
カ
ミ
信
仰

を
持
つ
神
社
を
一
覧
で
紹
介
し
た（

（1
（

。
こ
う
し
た
神
社
で
は
、
春
秋
の
祭
り

で
オ
イ
ヌ
ガ
エ
（
御
狗
替
）
な
ど
と
い
う
護
符
の
発
行
と
頒
布
が
主
要
な
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行
事
と
な
っ
て
い
る
。

　

松
場
は
前
掲
書
中
で
、
七
六
ヶ
所
の
神
社
か
ら
発
行
さ
れ
た
オ
オ
カ
ミ

の
護
符
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
描
か
れ
て
い
る
オ
オ
カ
ミ
の
姿
は
一
枚
一

枚
異
な
っ
て
お
り
見
て
い
て
飽
き
な
い
。
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
異
な
る

デ
ザ
イ
ン
が
生
ま
れ
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

本
稿
で
は
、
岩
根
神
社
と
釜
山
神
社
と
い
う
二
つ
の
神
社
か
ら
発
行
さ

れ
た
護
符
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
両
社
は
明
治
一
〇
年
代
後
半
か

ら
二
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
オ
オ
カ
ミ
の
護
符
の
発
行
を
開
始
し
て
い

る
。両
社
と
も
に
、持
田
鹿
之
助
と
い
う
版
木
作
成
者
が
携
わ
っ
て
お
り
、

同
一
の
視
点
で
そ
れ
ぞ
れ
の
神
社
で
護
符
が
発
行
さ
れ
る
ま
で
の
経
緯
を

観
察
で
き
る
。
持
田
が
書
き
残
し
た
日
記（

（2
（

か
ら
、
護
符
の
作
成
に
は
、
ど

の
よ
う
な
人
間
が
関
与
し
て
お
り
、
ま
た
そ
の
人
間
関
係
が
護
符
の
デ
ザ

イ
ン
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
う
る
の
か
、
考
え
て
い
き
た
い
。

三
─
一　

岩
根
神
社
と
釜
山
神
社
の
護
符

　

埼
玉
県
長
瀞
町
井
戸
の
岩
根
神
社
は
、
春
の
お
祭
り
で
オ
イ
ヌ
ガ
エ
が

お
こ
な
わ
れ
て
、
オ
オ
カ
ミ
の
護
符
の
発
行
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。
現
在

は
無
住
で
あ
る
た
め
、護
符
の
授
与
は
、宝
登
山
神
社
が
委
託
で
お
こ
な
っ

て
い
る
。
オ
オ
カ
ミ
の
護
符
は
、
一
頭
の
も
の
と
向
か
い
合
わ
せ
に
な
っ

宝登山神社
（平成29年採集：
埼玉県立川の博
物館蔵）

両神神社
（平成29年採
集：埼玉県
立川の博物
館蔵）

岩根神社（大札）
（岩根神社蔵）

岩根神社（小札）
（ 平 成29年 採 集：
埼玉県立川の博物
館蔵）
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た
二
頭
の
も
の
の
二
種
類
が
あ
る
。
一
般
に
頒
布
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、

機
械
印
刷
さ
れ
た
二
頭
立
て
の
も
の
で
あ
る
。
一
頭
の
も
の
は
、
版
木
で

摺
ら
れ
た
も
の
で
掛
け
軸
の
よ
う
な
形
で
頒
布
さ
れ
た
よ
う
だ
。
下
部
に

書
か
れ
た
白
鳥
村
は
、
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
か
ら
昭
和
一
八
年

（
一
九
四
三
）
に
存
在
し
て
い
た
村
名
で
、
そ
の
間
に
作
ら
れ
た
版
木
を

使
用
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　

一
頭
の
も
の
は
耳
が
垂
れ
、
長
い
尻
尾
を
前
に
置
き
、
脇
腹
に
は
あ
ば

ら
が
浮
き
出
、
後
ろ
を
振
り
向
い
た
姿
勢
を
取
る
。
こ
の
よ
う
な
姿
は
、

近
隣
の
宝
登
山
神
社
で
は
な
く
、
よ
り
遠
方
の
奥
秩
父
に
あ
る
両
神
山
周

辺
の
神
社
（
両
神
神
社
・
猪
狩
神
社
・
龍
頭
神
社
）
で
発
行
さ
れ
る
も
の

と
よ
く
似
て
い
る
。

　

ま
た
一
方
の
釜
山
神
社
は
、
埼
玉
県
寄
居
町
風
布
に
あ
る
。
か
つ
て
は

講
が
形
成
さ
れ
て
オ
イ
ヌ
ガ
エ
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
が
、
コ
ロ
ナ
禍
前

後
に
講
は
解
散
と
な
り
、
希
望
者
に
護
符
を
授
け
る
形
に
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
も
一
頭
と
二
頭
の
護
符
が
あ
る
。
二
頭
の
も
の
は
、
二
枚
に
一
頭

ず
つ
機
械
印
刷
さ
れ
て
い
る
。
一
頭
の
も
の
は
、
版
木
で
摺
ら
れ
た
も
の

で
「
新
田
大
炊
介
義
重
廿
五
世
源
俊
純
筆
」
と
あ
る
。
源
俊
純
は
、
新
田

氏
の
末
裔
に
あ
た
る
岩
松
俊
純
の
こ
と
で
、
江
戸
時
代
は
本
貫
地
で
あ
る

上
野
国
岩
松
に
所
領
を
持
ち
交
代
寄
合
を
務
め
た
。
歴
代
の
岩
松
氏
は
絵

を
得
意
と
お
り
、特
に
猫
絵
は
ネ
ズ
ミ
除
け
の
ご
利
益
が
あ
る
と
さ
れ
て
、

釜山神社（掛軸）
（釜山神社蔵）

釜山神社（小札）
（平成29年採集：埼玉県立川の博物館蔵）
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養
蚕
農
家
か
ら
の
人
気
が
高
か
っ
た
。
釜
山
神
社
の
宮
司
で
あ
る
岩
松
氏

と
は
、
祖
先
を
同
じ
く
し
、
江
戸
時
代
か
ら
交
流
が
あ
っ
た
。
こ
の
オ
オ

カ
ミ
の
絵
も
そ
う
し
た
関
係
か
ら
下
絵
が
提
供
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ

る
。
一
頭
の
も
の
は
、
耳
を
立
て
て
、
背
筋
を
伸
ば
し
た
姿
を
し
て
い
る
。

二
頭
の
も
の
は
、
だ
い
ぶ
簡
略
化
し
た
絵
柄
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
耳

や
毛
皮
の
感
じ
か
ら
、
一
頭
立
て
の
も
の
を
参
考
に
し
て
作
成
さ
れ
た
も

の
と
考
え
た
い
。

三
─
二　

持
田
鹿
之
助
に
つ
い
て

　

持
田
鹿
之
助
は
、
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
に
長
瀞
町
井
戸
に
生
ま
れ

た
。
農
林
業
を
主
と
し
つ
つ
、
彫
刻
・
蚕
種
製
造
・
舟
車
運
用
な
ど
複
数

の
生
業
を
持
っ
て
い
た
。
日
記
を
書
き
始
め
た
の
は
、
四
二
歳
の
明
治

十
二
年
（
一
八
七
九
）
か
ら
で
、
死
の
前
年
と
な
る
明
治
三
十
九
年

（
一
九
〇
六
）ま
で
の
二
七
年
間
に
渡
っ
て
ほ
ぼ
毎
日
筆
を
取
っ
て
い
る
。

持
田
は
、
強
い
好
奇
心
を
持
っ
て
、
近
隣
で
起
き
た
出
来
事
か
ら
国
際
情

勢
ま
で
、
見
聞
き
し
た
こ
と
を
細
か
に
日
記
に
記
し
た
。
ま
た
、
手
先
も

器
用
で
あ
り
、
護
符
の
版
木
の
み
な
ら
ず
、
石
燈
篭
や
墓
石
、
印
章
の
彫

刻
な
ど
も
手
掛
け
た
。
書
画
も
堪
能
で
、
神
社
境
内
を
飾
る
行
燈
絵
な
ど

も
描
い
て
い
る
。

　

版
木
作
成
に
つ
い
て
の
初
出
は
、
明
治
一
三
年
（
一
八
八
〇
）
二
月
九

日
で
、
蚕
絵
を
彫
っ
て
い
る
。
上
部
に
「
掛
巻
母
蠶
の
神
を
祈
り
な
ば
恵

茂
厚
き
新
玉
の
ま
ゆ
」
と
自
作
の
和
歌
を
讃
と
し
、
下
部
に
は
「
キ
ヌ
カ

サ
大
神
ノ
姿
」
を
描
い
た
も
の
だ
っ
た
。

　

岩
根
神
社
な
ど
で
版
木
作
成
を
依
頼
さ
れ
た
の
は
、
こ
う
し
た
職
人
と

し
て
の
実
績
が
周
囲
か
ら
評
価
さ
れ
て
い
た
た
め
だ
ろ
う
。

四
─
一　

岩
根
神
社
と
オ
オ
カ
ミ
信
仰
の
始
ま
り

　

岩
根
神
社
は
、
長
瀞
町
井
戸
に
所
在
す
る
。
オ
オ
カ
ミ
信
仰
で
有
名
な

宝
登
山
神
社
か
ら
は
、
荒
川
を
挟
ん
だ
対
岸
に
位
置
し
て
い
る
。
社
名
の

と
お
り
、
大
き
な
岩
を
社
殿
の
裏
に
抱
え
た
山
岳
信
仰
の
神
社
で
あ
る
。

　

神
社
境
内
に
は
、
多
く
の
石
造
物
や
奉
納
品
が
存
在
し
て
い
る
が
、
こ

れ
ら
は
、
御
嶽
教
、
大
口
真
神
、
産
泰
の
三
つ
の
信
仰
か
ら
な
っ
て
い

る（
（2
（

。
ま
た
、
長
沢
利
明
と
金
井
塚
正
道
も
、
岩
根
神
社
の
奉
納
物
の
豊
富

さ
を
取
り
上
げ
て
「
当
社
に
寄
せ
ら
れ
た
、
最
盛
期
に
お
け
る
庶
民
信
仰

の
並
々
な
ら
ぬ
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
て
い

る
が（

（2
（

、
石
造
物
が
奉
納
さ
れ
た
年
代
を
見
て
み
る
と
、
明
治
後
半
が
主
と

な
っ
て
お
り
、信
仰
の
ピ
ー
ク
が
こ
の
辺
り
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

近
世
に
さ
か
の
ぼ
る
と
、『
新
編
武
蔵
国
風
土
記
稿
』
に
「
山
神
社
」
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と
あ
る
の
が
、
岩
根
神
社
の
前
身
で
、
磯
部
家
が
個
人
持
ち
と
し
て
い

た（
（2
（

。「
山
神
社
」
が
「
岩
根
神
社
」
に
変
わ
る
経
緯
に
つ
い
て
、『
持
田
日

記
』
を
参
考
に
見
て
い
き
た
い
。

　

持
田
鹿
之
助
が
岩
根
神
社
と
直
接
結
び
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
明

治
一
八
年
（
一
八
八
五
）
六
月
一
日
か
ら
で
あ
る
。

磯
染
来
り
て
大
麻
生
ノ
講
元
ノ
名
面
ニ
て
氏
神
ノ
山
神
ヲ
巌
根
山
巌
根

神
社
ト
禰
シ
テ
御
犬
ヲ
貸
積
り
ニ
て
、
寶
山
ヨ
リ
御
犬
ノ
姿
ヲ
受
テ
参

り
タ
ル
ガ
明
日
中
ニ
御
犬
ノ
姿
ハ
間
合
ま
い
が
火
除
盗
賊
除
ト
中
符
は

大
己
貴
神
、
大
山
祇
神
、
天
岩
戸
開
神
ト
テ
御
眷
属
ト
札
判
ヲ
ホ
リ
テ

貰
ひ
度
ト
云
ニ
付
、
夫
ヨ
リ
始
ル
。

　

山
神
社
の
磯
部
染
吉
が
、
大
麻
生
の
講
元
を
名
面
に
し
て
、
オ
イ
ヌ
ガ

エ
を
し
た
い
と
言
っ
て
き
た
。
そ
し
て
宝
登
山
の
御
犬
の
姿
を
参
考
に
す

る
な
ど
し
て
、各
種
護
符
の
判
木
を
彫
っ
て
欲
し
い
と
依
頼
を
し
て
き
た
。

磯
部
染
吉
は
、
鹿
之
助
と
同
じ
く
井
戸
の
住
人
で
、
御
嶽
教
の
行
者
で
も

あ
っ
た
。
大
麻
生
の
講
元
と
い
う
の
は
、
松
本
と
い
う
人
物
で
、
明
治

一
七
年
（
一
八
八
四
）
九
月
一
九
日
に
は
、
染
吉
の
も
と
で
御
座
を
立
て

て
お
り
鹿
之
助
も
病
気
に
つ
い
て
の
託
宣
を
受
け
て
い
る
。
さ
ら
に
、
寄

居
町
保
田
原
の
波
羅
伊
門
神
社
境
内
に
立
つ
明
治
一
七
年
（
一
八
八
四
）

一
二
月
の
「
御
嶽
大
神
」
石
碑
に
は
、「
神
道
御
嶽
教
全
国
講
社
結
聚
係　

大
里
郡
大
麻
生
村　

丸
尾
講
元　

松
本
定
吉
」
の
名
と
と
も
に
「
秩
父
郡

井
戸
村　

副
社
長　

磯
部
染
吉
」と
彫
ら
れ
て
い
る
。埼
玉
県
北
部
に
は
、

持
田
と
松
本
の
名
前
が
並
ん
だ
御
嶽
教
関
連
の
石
碑
が
い
く
つ
か
見
ら
れ

る（
（2
（

。
染
吉
を
中
心
と
し
た
御
嶽
教
の
繋
が
り
の
中
か
ら
オ
イ
ヌ
ガ
エ
を
お

こ
な
い
た
い
と
い
う
動
き
が
出
て
き
た
も
の
ら
し
い
。

　

早
速
翌
日
の
六
月
二
日
に
「
中
符
、
火
除
巌
根
山
、
盗
賊
除
巌
根
山
、

御
眷
属
」
の
版
木
を
作
成
。
そ
の
翌
日
に
染
吉
へ
手
渡
し
た
。

　

六
月
一
七
日
に
は
、「
夜
ニ
入
り
テ
坂
本
村
の
畝
定
五
郎
来
り
、
御
犬

ヲ
一
疋
持
て
来
て
貸
キ
ト
ー
ヲ
シ
テ
泊
り
。」
と
、
早
く
も
護
符
を
発
行

し
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
始
ま
っ
た
岩
根
神
社
の
オ
オ
カ
ミ
信
仰
で
あ
る
が
、
本
格
的

な
祭
礼
行
事
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
明
治
二
〇
年

（
一
八
八
七
）
か
ら
か
ら
で
あ
る
。

　

明
治
二
〇
年
（
一
八
八
七
）
二
月
一
一
日
に
、
持
田
は
、
オ
イ
ヌ
の
札

の
代
金
十
銭
を
も
っ
て
、
磯
田
の
所
へ
オ
イ
ヌ
ガ
エ
の
手
伝
い
に
行
っ
た

と
こ
ろ
、日
が
延
び
た
と
い
う
こ
と
で
帰
宅
し
た
。そ
れ
か
ら
二
ヶ
月
経
っ

た
四
月
一
〇
日
に
磯
田
か
ら
新
た
な
版
木
の
作
成
と
「
保
田
原
ヨ
リ
巌
根

山
へ
太
々
ヲ
奉
納
致
度
」
と
い
う
依
頼
を
告
げ
ら
れ
た
。
保
田
原
と
は
、

保
田
原
在
住
の
保
泉
某
の
こ
と
で
、
大
麻
生
の
松
本
定
吉
の
信
者
で
も
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あ
っ
た
。

朝
作
リ
ニ
水
汲
箱
印
ヲ
三
ツ
書
、
夫
よ
り
上
葉
原
ノ
磯
染
方
へ
行
御
犬

貸
ノ
帳
場
ヲ
、
大
麻
生
ノ
松
本
ト
保
田
原
ノ
保
泉
ト
ス
ル
。
巌
根
山
ニ

太
々
ア
リ
、
講
中
も
大
ニ
来
る
。

　

果
た
し
て
、
四
月
三
〇
日
（
旧
暦
四
月
八
日
）
の
祭
礼
当
日
に
は
、
持

田
・
松
本
・
保
泉
が
オ
イ
ヌ
ガ
エ
の
帳
場
に
入
っ
て
手
伝
い
を
し
て
い
る
。

太
々
神
楽
も
奉
納
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
皆
野
か
ら
の
神
楽
だ
っ
た
。

持
田
は
、隣
村
の
白
鳥
神
社
に
も
皆
野
の
神
楽
を
呼
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、

近
隣
の
神
社
関
係
者
か
ら
は
神
楽
師
と
の
折
衝
役
を
任
さ
れ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。

　

明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
の
末
に
は
、
持
田
は
、
磯
部
か
ら
縁
起
の

作
成
を
依
頼
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
先
立
つ
明
治
一
九
年
（
一
八
八
六
）

末
に
、
磯
部
は
、「
イ
ワ
ネ
神
社
ノ
口
碑
ヲ
持
て
ク
ル
。」
と
、
岩
根
神
社

の
縁
起
に
つ
い
て
話
を
持
ち
掛
け
て
い
る
。
ま
た
、
明
治
二
三
年

（
一
九
〇
〇
）
一
月
一
四
日
に
は
、
縁
起
の
本
を
磯
部
に
返
却
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
こ
の
依
頼
は
、
縁
起
書
の
文
面
で
は
な
く
、
版
木
の
作
成
依

頼
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

さ
て
、
こ
う
し
て
始
ま
っ
た
岩
根
神
社
の
オ
オ
カ
ミ
信
仰
は
成
功
を
収

め
、
明
治
二
三
年
（
一
九
〇
〇
）
に
は
、
社
殿
の
普
請
を
お
こ
な
う
ま
で

に
な
っ
た
。

四
─
二　

小
括

　

岩
根
神
社
は
、
磯
部
染
吉
の
個
人
持
ち
の
神
社
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
磯

部
の
個
人
的
な
付
き
合
い
を
中
心
に
、
手
伝
い
が
来
て
い
た
。
そ
し
て
そ

れ
は
御
嶽
教
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
深
く
関
係
し
て
い
た
。

　

オ
イ
ヌ
ガ
エ
を
お
こ
な
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
大
麻
生
村
の
松
本
定
吉

が
発
起
人
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
持
田
は
、
版
木
の
作
成
、
護
符
の
摺
り
、

祭
典
で
の
受
付
、
祭
典
外
で
の
護
符
授
与
を
担
当
し
た
。

　

当
初
は
、
寶
山
（
宝
登
山
）
の
札
を
参
考
に
し
て
護
符
の
作
成
が
お
こ

な
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
現
在
伝
わ
る
も
の
を
見
る
と
、
宝
登
山
で
は

な
く
、
両
神
山
周
辺
の
も
の
と
類
似
性
が
あ
る
。
両
神
山
周
辺
か
ら
は
、

木
曽
御
嶽
山
を
開
闢
し
た
普
寛
上
人
と
、
そ
の
高
弟
で
あ
る
順
明
上
人
が

出
た
御
嶽
教
が
強
い
土
地
柄
で
あ
り
、
磯
部
染
吉
も
し
ば
し
ば
両
神
山
方

面
に
出
か
け
て
い
る
。

　

明
治
二
〇
年
（
一
八
八
七
）
四
月
一
〇
日
に
「
磯
染
来
り
て
、
礼マ
マ

判
ヲ

拵
へ
て
貰
ひ
度
ト
云
」
と
あ
っ
て
、
新
た
な
版
木
作
成
を
依
頼
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
時
に
今
の
絵
柄
に
切
り
替
え
ら
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。
ま
た
、
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白
鳥
村
発
足
後
の
明
治
二
二
年
以
降
に
版
木
を
作
り
直
し
た
と
い
う
記
述

は
な
い
。五

─
一　

釜
山
神
社
と
オ
オ
カ
ミ
信
仰
の
始
ま
り

　

釜
山
神
社（

（2
（

の
あ
る
釜
伏
山
は
、
寄
居
方
面
か
ら
秩
父
に
入
る
た
め
の
古

い
街
道
筋
に
当
た
る
。
峠
に
は
、
関
守
を
務
め
た
と
い
う
岩
松
信
兵
衛
家

が
あ
っ
た
。
新
田
岩
松
氏
の
子
孫
で
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿（

（2
（

』
に
よ
れ
ば
、

上
州
金
山
城
か
ら
落
ち
延
び
て
、
こ
の
地
に
居
つ
い
た
と
さ
れ
る
。

　

近
世
の
釜
伏
山
に
は
、
釜
伏
蔵
王
権
現
が
祀
ら
れ
て
お
り
、
峠
を
行
き

交
う
人
々
の
信
仰
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
変
わ
っ
た
の
が
神
仏

分
離
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
た
明
治
七
、八
年（
一
八
七
四
、五
）頃
の
こ
と
で
、

蔵
王
権
現
は
「
釜
山
大
神
」
と
し
て
名
称
が
改
め
ら
れ
、
ふ
も
と
の
姥
宮

神
社
へ
と
合
祀
さ
れ
、
権
現
堂
も
焼
失
し
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
明
治

一
五
年
（
一
八
八
二
）
頃
編
纂
の
『
武
蔵
国
郡
村
誌
』
に
よ
れ
ば
、
風
布

村
の
釜
伏
山
の
項
に
「
頂
上
に
日
本
武
尊
を
祭
り
釜
伏
神
社
と
称
す（

（2
（

」
と

あ
っ
て
、
必
ず
し
も
信
仰
が
途
絶
え
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　

明
治
二
三
年
（
一
八
九
〇
）
に
埼
玉
県
知
事
に
向
け
て
「
神
道
修
成
派

政
務
支
局
設
置
」
の
願
書
を
提
出
し
て
、
本
格
的
な
宗
教
活
動
を
開
始
し

て
い
る
。
茂
木
貞
純
は
、「
こ
れ
以
前
に
釜
伏
に
は
、
お
狗
信
仰
は
確
認

で
き
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
が（

（2
（

、
そ
れ
は
『
持
田
日
記
』
に
よ
っ
て
も
裏

付
け
ら
れ
る
。

　
『
持
田
日
記
』
で
岩
松
信
兵
衛
の
こ
と
が
出
て
く
る
の
は
、
明
治
二
四

年
（
一
八
九
一
）
三
月
一
〇
日
の
こ
と
で
、
法
善
寺
に
あ
る
「
岩
松
信
兵

衛
ノ
過
去
帳
」
を
書
写
し
て
い
る
。
翌
日
、
釜
伏
に
行
っ
て
、
系
図
の
こ

と
に
つ
い
て
夜
通
し
話
を
し
た
。
そ
の
ま
た
翌
日
に
、
平
草
の
田
島
庄
次

郎
と
い
う
人
物
が
仲
介
と
な
っ
て
信
兵
衛
へ
の
「
約
定
書
」を
書
い
た
。
何

の
約
定
か
は
不
明
だ
が
、
こ
の
直
後
か
ら
、
版
木
な
ど
の
作
成
が
始
ま
っ

て
い
る
か
ら
、そ
う
し
た
こ
と
の
取
り
決
め
が
な
さ
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

四
月
一
七
日
の
祭
典
に
合
わ
せ
て
、
ど
の
よ
う
な
下
準
備
が
な
さ
れ
て

い
た
の
か
、
版
木
作
成
・
護
符
作
成
・
そ
の
他
の
三
つ
に
分
け
て
見
て
い

き
た
い
。五

─
二　
【
版
木
作
成
】

　

三
月
一
二
日
か
ら
二
四
日
に
か
け
て
、
釜
伏
大
神
守
、
日
本
武
尊
・
大

山
祇
命
・
受
母
知
命
・
大
口
真
神
の
中
符
と
、
榛
名
大
神
の
大
札
、
小
札
、

中
符
、
御
霊
の
版
木
を
作
成
し
た
。
榛
名
大
神
に
つ
い
て
は
、
版
下
を
作

成
し
て
い
る
が
、
そ
の
他
に
つ
い
て
は
記
述
が
な
い
。
岩
松
信
兵
衛
が
、

事
前
に
版
下
を
用
意
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
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日
記
で
は
、
版
木
と
実
際
に
摺
っ
た
護
符
の
名
称
が
対
応
し
て
記
述
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
推
測
も
交
え
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
〈
版
木
〉　　
　
〈
摺
ら
れ
た
護
符
〉

　

釜
伏
大
神　
　

釜
伏
大
神
の
大
札

　

日
本
武
尊　
　

釜
伏
大
神
火
盗
除
璽

　

大
山
祇
命　
　

釜
伏
大
神
ノ
カ
イ
中
守

　

受
母
知
命　
　

養
蚕
神
符

　

大
口
真
神　
　

眷
属
札
・
御
犬
札

　

榛
名
大
神　
　

筒
粥

　

摺
り
の
段
階
で
、
釜
伏
大
神
と
明
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
釜
伏
大
神

ノ
大
札
」・「
釜
伏
大
神
ノ
カ
イ
中
守
」・「
釜
伏
大
神
火
盗
除
璽
」
の
三
種

類
が
あ
る
。大
札
と
懐
中
守
り
は
、大
き
さ
に
よ
る
違
い
だ
と
思
わ
れ
る
。

釜
伏
大
神
の
前
身
は
、
蔵
王
権
現
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
山
祇
命
＝
釜
伏

大
神
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
次
に
三
峰
神
社
や
宝
登
山
な
ど
、
近
隣
の

日
本
武
尊
ゆ
か
り
の
神
社
で
は
火
盗
除
を
利
益
と
す
る
と
こ
ろ
が
多
く
、

ま
た
前
述
の
『
武
蔵
国
郡
村
誌（

（2
（

』
に
釜
伏
山
頂
上
に
日
本
武
尊
を
祭
る
と

い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
火
盗
除
璽
＝
日
本
武
尊
と
推
測
し
た
。
さ

ら
に
、「
養
蚕
神
符
」
と
あ
る
の
は
、『
日
本
書
紀
』
で
蚕
の
始
祖
と
さ
れ

る
受
母
知
命
で
、「
眷
属
札
・
御
犬
札
」
な
ど
と
記
述
さ
れ
て
い
る
の
は
、

大
口
真
神
の
こ
と
だ
ろ
う
。

　

筒
粥
は
、
粥
で
煮
た
竹
筒
を
取
り
出
し
て
、
そ
の
具
合
で
一
年
の
作
物

の
出
来
を
占
う
神
事
で
あ
る
。
関
東
で
は
、
榛
名
山
の
筒
粥
が
有
名
で
、

そ
の
結
果
を
配
札
の
御
師
が
持
参
し
た
り
、
参
詣
者
が
持
ち
帰
る
な
ど
し

て
農
作
業
の
参
考
に
し
た
。
釜
山
神
社
で
は
、
筒
粥
神
事
を
始
め
る
に
当

た
り
、
筒
粥
の
本
家
本
元
と
見
な
さ
れ
て
い
た
榛
名
大
神
の
名
前
を
使
う

必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
参
詣
者
の
需
要
を
見
越
し
て
、
ご
利
益
に
即
し
た
複
数
の

版
木
が
準
備
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
以
前
か
ら
保
持
し
て
い
た
版
木
も
使
わ
れ
た
。
剣
祓
に
折
ら
れ

た
札
は
、「
釜
伏
大
神
太
々
神
楽
」
と
刷
っ
た
。
こ
の
年
の
祭
礼
は
、
神

楽
殿
の
上
棟
も
兼
ね
て
、
神
楽
奉
納
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
以
前
か
ら
祭
礼

の
際
に
は
、
神
楽
師
が
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
だ
。

　

版
木
の
作
成
代
金
は
、
一
つ
に
つ
き
三
五
銭
と
設
定
し
て
い
た
よ
う
で

あ
る（

（3
（

。
明
治
二
六
年
（
一
八
九
三
）
当
時
の
玄
米
価
格
は
一
石
＝
七
円

三
八
銭
で
あ
っ
た
か
ら（

（3
（

、
版
木
作
成
だ
け
で
食
べ
て
い
く
こ
と
は
で
き
な

い
も
の
の
、
小
遣
い
稼
ぎ
と
し
て
は
そ
れ
な
り
の
額
を
収
入
と
し
て
得
て

い
た
。
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五
─
三　
【
護
符
作
成
】

　

護
符
を
作
る
に
は
、
紙
を
折
る
、
版
木
で
摺
る
、
角
判
を
押
す
、
仕
上

げ
（
中
符
・
竹
芯
・
供
物
を
入
れ
る
）
と
い
う
工
程
が
あ
る
。

　

各
作
業
は
、あ
る
程
度
役
割
分
担
が
な
さ
れ
て
い
た
。摺
り
は
持
田
が
、

角
符
を
押
す
の
は
岩
松
信
兵
衛
が
、
主
に
担
当
し
た
。
手
伝
い
と
し
て
、

「
鉢
形
ノ
木
持
ノ
関
根
定
吉
ト
倉
林
由
五
郎
」「
森
田
稲
蔵
」「
田
の
の
田

ノ
堂
」「
田
ノ
常
」
田
の
善
」「
田
ノ
源
」
と
い
っ
た
名
前
が
見
え
、
折
り

や
仕
上
げ
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
、
風
布
・
鉢
形
・
下
田
野
と
い
っ

た
近
隣
の
住
民
が
中
心
に
な
っ
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
人
間
は
、
岩
松
信
兵
衛
の
個
人
的
な
つ
な
が
り
か
ら
声
が
か

け
ら
れ
て
い
た（

（3
（

。
護
符
作
成
に
は
直
接
関
与
し
て
い
な
い
が
、
会
計
役
を

務
め
た
大
野
福
次
郎
は
、
秩
父
事
件
で
風
布
の
人
々
を
扇
動
し
た
自
由
党

の
オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
だ
っ
た
。
岩
松
信
兵
衛
も
大
野
を
保
証
人
と
し
て
自

由
党
に
入
党
し
て
罰
金
刑
を
受
け
て
い
る
。
森
田
稲
蔵
も
大
野
の
誘
い
に

乗
っ
て
事
件
に
参
加
し
た
一
人
だ
っ
た
。
風
布
村
で
は
、
全
村
決
起
し
て

い
る
た
め
、
ほ
と
ん
ど
の
家
が
秩
父
事
件
に
関
与
し
て
い
た
。
し
か
し
、

大
野
は
軽
懲
役
七
年
六
ヶ
月
、
森
田
は
重
禁
固
二
年
六
ヶ
月
の
判
決
を
受

け
て
お
り
、
事
件
で
は
指
導
的
立
場
を
と
っ
た
人
物
達
だ
っ
た
。
秩
父
事

件
の
中
心
人
物
が
、
そ
の
ま
ま
釜
山
神
社
の
た
め
に
動
い
て
い
た
。

　

護
符
は
、
中
符
を
紙
で
く
る
み
、
朱
で
角
判
を
押
す
。
神
宮
大
麻
は
、

麻
串
を
剣
型
に
包
む
が
、
釜
山
神
社
の
「
神
楽
の
札
」
で
は
竹
串
を
包
ん

で
い
た
。日
記
で
は
、折
っ
た
数
と
刷
っ
た
数
が
一
致
し
て
い
な
い
た
め
、

も
し
か
し
た
ら
持
田
が
記
述
し
な
い
と
こ
ろ
で
、
護
符
作
成
が
お
こ
な
わ

れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
眷
属
札
は
七
九
八
枚
、
筒
粥
は
四
〇
〇
枚

を
刷
っ
て
い
る
。
参
詣
者
の
需
要
を
見
込
ん
で
、
作
成
す
る
枚
数
も
調
整

し
て
い
た
。

五
─
四　
【
そ
の
他
準
備
】

　

犬
箱
と
い
う
も
の
も
作
成
し
た
。
三
峰
神
社
な
ど
で
は
、
木
製
の
「
御

眷
属
箱
」
を
講
社
に
貸
し
出
し
て
い
る
。
参
詣
者
が
こ
れ
を
持
っ
て
い
く

と
、
中
身
の
札
を
入
れ
替
え
て
く
れ
る
。
こ
の
年
は
、
初
回
で
あ
っ
た
た

め
三
四
八
個
の
犬
箱
を
用
意
し
た
。

　

ま
た
、「
神
狗
貸
附
簿
」
も
作
成
し
た
。
ど
こ
の
講
が
イ
ヌ
を
何
頭
借

り
た
か
を
記
録
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
が
、
以
前
か
ら
の
原
簿
と
の
統

合
作
業
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
そ
こ
に
は
「
折
原
村
ノ
大
字
秋
山
平
野
亀
吉
」

な
ど
の
よ
う
に
、村
や
集
落
単
位
で
は
な
く
個
人
名
で
登
録
さ
れ
て
お
り
、

い
わ
ゆ
る
一
人
講
が
多
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
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そ
の
他
に
傘
の
準
備
、襖
の
修
理
、参
道
や
神
楽
殿
の
整
備
を
お
こ
な
っ

て
い
る
。五

─
五　
【
持
田
の
働
き
】

　

持
田
の
働
き
は
、
版
木
の
作
成
か
ら
始
ま
り
、
境
内
の
整
備
、
名
簿
の

整
理
ま
で
、
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
岩
根
神
社
で
の
オ
イ
ヌ

カ
エ
の
成
功
を
背
景
に
し
て
、
い
わ
ば
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
よ
う
な
形
で

持
田
が
頼
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

　

持
田
が
、
釜
山
神
社
に
関
わ
っ
た
の
は
、
こ
の
年
に
限
ら
れ
る
。
そ
れ

は
祭
礼
の
日
が
、
岩
根
神
社
と
重
な
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
年
の

祭
礼
で
も
、
持
田
は
岩
根
神
社
の
帳
場
に
立
っ
て
オ
イ
ヌ
カ
エ
を
お
こ

な
っ
て
い
る
。

　

岩
松
氏
と
の
仲
介
者
と
な
っ
た
平
草
の
田
島
庄
次
郎
に
つ
い
て
は
、
不

明
で
あ
る
が
、
持
田
と
岩
松
信
兵
衛
に
は
修
成
派
を
通
し
た
関
係
が
あ
っ

た
。
神
道
修
成
派
は
、
新
田
邦
光
が
開
教
し
た
い
わ
ゆ
る
教
派
神
道
で
、

明
治
初
め
に
は
御
嶽
教
も
取
り
込
ん
で
勢
力
を
拡
大
し
て
い
た
。

　

明
治
二
五
年
（
一
八
九
二
）
四
月
二
日
に
は
、
修
成
派
「
副
館
長
」
が

岩
松
信
兵
衛
宅
を
訪
問
し
、
持
田
が
早
く
に
亡
く
し
た
息
子
を
霊
神
と
す

る
こ
と
や
、今
の
息
子
を
教
導
職
に
す
る
こ
と
な
ど
を
話
題
に
し
て
い
る
。

岩
松
信
兵
衛
は
、申
請
書
類
も
修
成
派
と
し
て
の
肩
書
で
提
出
し
て
お
り
、

釜
山
神
社
は
修
成
派（
御
嶽
教
）の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
。

五
─
六　
【
小
括
】

　

釜
山
神
社
も
、
岩
根
神
社
と
同
じ
よ
う
に
、
岩
松
氏
の
個
人
持
ち
の
神

社
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
個
人
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
人
を
集
め

て
祭
典
を
実
施
し
て
い
た
。

　

釜
山
神
社
で
は
、
明
治
二
三
年
（
一
八
九
〇
）
に
、
修
成
派
に
所
属
し

て
活
動
す
る
よ
う
に
な
る
と
さ
れ
る
が
、
実
際
に
は
そ
れ
以
前
か
ら
講
組

織
が
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
祭
典
を
お
こ
な
う
こ
と
で
、
お
よ
そ

二
五
〇
講
だ
っ
た
も
の
を
三
五
〇
講
に
増
や
す
目
論
見
が
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
明
治
三
〇
年
（
一
八
九
七
）
に
は
二
三
〇
人
の
講
員
が
い
た
と
さ

れ
る
が
、
釜
伏
講
は
次
第
に
隆
盛
し
て
い
き
、
大
正
末
期
に
は
二
〇
〇
〇

人
に
、
昭
和
末
期
に
は
五
〇
〇
〇
人
を
超
え
る
ま
で
に
な
っ
た（

（3
（

。

　

釜
山
神
社
で
、
祭
礼
の
運
営
に
携
わ
っ
て
い
た
の
は
、
風
布
を
中
心
と

し
た
地
縁
関
係
者
が
多
か
っ
た
。
祭
典
時
に
掲
げ
ら
れ
る
明
治
二
七
年

（
一
八
九
四
）
謹
製
の
幟
に
は
、
大
野
福
次
郎
・
大
野
国
蔵
・
石
田
造
酒

八
・
森
田
稲
蔵
と
い
う
秩
父
事
件
の
指
導
者
た
ち
の
名
前
が
並
ん
で
い

る（
（3
（

。大
野
福
次
郎
は
、こ
の
年
の
春
祭
り
の
最
中
に
亡
く
な
っ
た
と
さ
れ
、
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岩
松
家
墓
所
に
葬
ら
れ
た
が
、
墓
碑
に
は
「
神
道
修
成
派
大
世
話
掛
大
野

福
治マ

マ

郎
」
と
あ
る
。
こ
う
し
た
祭
礼
周
辺
に
見
え
る
点
描
は
、
秩
父
事
件

で
の
人
間
関
係
が
、
神
道
修
成
派
と
交
わ
り
な
が
ら
釜
山
神
社
の
運
営
に

ス
ラ
イ
ド
し
て
い
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。

　

明
治
二
三
年
（
一
八
九
〇
）
時
点
で
は
、
神
道
修
正
派
の
肩
書
を
利
用

し
て
い
る
が
、
後
年
に
な
る
と
、
こ
の
肩
書
を
使
用
し
な
く
な
る
。
岩
松

家
で
は
、
明
治
初
年
に
姥
宮
神
社
に
合
祀
さ
れ
て
行
政
上
の
位
置
づ
け
が

不
明
瞭
と
な
っ
た
神
社
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
、
明
治
二
六
年
（
一
八
九
三
）

に
は
護
良
親
王
を
祭
神
と
す
る
鎌
倉
宮
御
分
霊
が
、
明
治
三
〇
年

（
一
八
九
七
）
に
は
鎌
倉
二
階
堂
に
あ
る
住
吉
神
社
の
移
転
が
計
画
さ
れ

た
。
こ
う
し
た
運
動
で
作
成
さ
れ
た
書
類
に
は
「
発
願
者
総
代
」
な
ど
の

肩
書
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
岩
松
氏
に
と
っ
て
、
修
正
派
や
各
種
神
社
の

移
転
は
、
釜
山
神
社
再
興
の
た
め
の
方
便
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
岩
松
氏

の
悲
願
は
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
に
「
神
社
明
細
帳
」
に
掲
載
さ
れ
、

行
政
か
ら
の
公
認
を
得
た
こ
と
で
果
た
さ
れ
た
。
現
在
、
境
内
に
置
か
れ

た
釜
山
神
社
の
案
内
看
板
に
は
、
明
治
時
代
の
変
遷
の
こ
と
は
触
れ
て
お

ら
ず
、
た
だ
日
本
武
尊
が
当
地
を
訪
れ
た
こ
と
が
、
神
社
縁
起
と
し
て
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

持
田
が
作
成
し
た
版
木
の
大
口
真
神
が
、
ど
の
よ
う
な
図
柄
で
あ
っ
た

か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
岩
根
神
社
の
も
の
と
は
異
な
っ
て

い
た
だ
ろ
う
。
ま
た
、
現
在
確
認
で
き
る
新
田
俊
純
筆
と
さ
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
可
能
性
も
高
い
。
同
じ
持
田
鹿
之
助
が
版
木
作
成
を
請
け
負
っ
て

い
て
も
、
図
柄
の
選
択
権
が
神
主
に
あ
る
以
上
、
図
柄
が
異
な
る
よ
う
に

な
る
の
は
必
然
で
は
あ
っ
た
。

六　

ま
と
め

　

護
符
の
発
行
に
は
、
磯
部
染
吉
や
岩
松
信
兵
衛
と
い
う
宗
教
者
、
持
田

鹿
之
助
と
い
う
職
人
、
そ
の
他
に
も
諸
事
を
手
助
け
す
る
人
々
が
関
わ
っ

て
い
た
。
持
田
自
身
も
教
導
職
に
つ
い
て
い
た
り
、
手
助
け
す
る
人
も
御

嶽
教
や
修
成
派
の
関
係
者
が
含
ま
れ
て
い
た
り
と
、
属
性
に
は
い
さ
さ
か

の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
手
助
け
す
る
人
は
、
神
社
ご
と
に
性
格
を
異
に
し
て
お
り
、
護

符
作
成
の
中
心
と
な
る
宗
教
者
の
性
格
の
差
が
如
実
に
表
れ
て
い
た
。
換

言
す
れ
ば
、
岩
根
神
社
で
は
御
嶽
教
が
、
釜
山
神
社
で
は
地
縁
の
関
係
が

強
い
。
具
体
的
に
は
、
岩
根
神
社
で
は
秩
父
地
方
の
御
嶽
教
の
中
心
地
と

な
っ
て
い
た
両
神
山
の
影
響
を
受
け
た
図
柄
、
釜
山
神
社
で
は
地
縁
・
血

縁
と
結
び
つ
い
た
新
田
俊
純
ゆ
か
り
の
図
柄
と
な
っ
て
お
り
、
背
景
組
織

の
性
格
が
オ
オ
カ
ミ
の
護
符
の
図
柄
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。

　

も
し
岩
根
神
社
の
背
景
組
織
が
地
縁
の
み
を
重
視
し
て
い
た
な
ら
ば
、
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当
初
の
よ
う
に
宝
登
山
神
社
に
類
似
し
た
デ
ザ
イ
ン
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ

う
が
、
実
際
、
確
認
で
き
る
デ
ザ
イ
ン
は
両
神
山
周
辺
の
も
の
に
寄
っ
て

い
る
。
デ
ザ
イ
ン
変
更
の
経
緯
を
追
え
な
い
こ
と
は
残
念
で
あ
る
が
、
そ

れ
で
も
護
符
作
成
と
い
う
宗
教
活
動
は
、
宗
教
者
個
人
の
営
み
で
あ
る
と

同
時
に
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
環
境
の
影
響
は
無
視
で
き
な
い
ほ
ど
大
き
い

と
い
う
こ
と
を
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

大
量
の
護
符
の
発
行
は
、
宗
教
者
が
一
人
で
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、

そ
の
背
後
に
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
支
え
が
あ
っ
て
、
よ
う
や
く
お
こ
な

う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
護
摩
祈
祷
や
神
楽
奉
納
と
い
っ
た
他
の
宗

教
行
為
で
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。

　

た
だ
そ
の
一
方
で
宗
教
者
の
力
を
軽
視
で
き
な
い
。
持
田
は
、
作
成
者

の
一
人
で
あ
り
な
が
ら
、
岩
根
神
社
で
オ
イ
ヌ
ガ
エ
が
お
こ
な
わ
れ
る
度

に
金
を
払
っ
て
オ
オ
カ
ミ
の
護
符
を
取
り
換
え
て
い
る
。
あ
く
ま
で
持
田

ら
協
力
者
達
が
出
来
る
の
は
、
印
刷
物
を
作
成
す
る
ま
で
で
あ
り
、
そ
れ

を
護
符
と
す
る
に
は
宗
教
者
の
祈
祷
（
儀
礼
）
が
必
要
だ
っ
た
。
持
田
は
、

自
身
の
お
こ
な
っ
た
作
業
に
つ
い
て
は
詳
細
に
記
し
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
印
刷
物
か
ら
護
符
に
変
性
さ
せ
る
た
め
に
お
こ
な
う
儀
礼
に
つ
い

て
は
詳
述
し
な
い
。
そ
れ
は
、
宗
教
者
と
し
て
の
磯
部
染
吉
や
岩
松
信
兵

衛
へ
の
信
頼
感
が
あ
っ
た
た
め
だ
ろ
う
。
冒
頭
で
紹
介
し
た
西
海
の
指
摘

の
よ
う
に
、
護
符
の
発
行
は
、
あ
く
ま
で
御
師
な
ど
の
宗
教
者
が
主
体
的

に
お
こ
な
う
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
護
符
作
成
に
関
連
す
る
人
々
を
拾
い
上
げ
る
こ
と
で
、
近

代
初
め
の
秩
父
地
方
に
お
け
る
宗
教
環
境
へ
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で

き
た
。
だ
が
、
場
所
や
時
代
に
よ
っ
て
、
護
符
作
成
の
仕
方
は
違
っ
て
く

る
だ
ろ
う
。近
世
の
大
社
寺
で
あ
れ
ば
、手
助
け
す
る
人
の
属
性
も
変
わ
っ

て
い
た
だ
ろ
う
し
、
時
代
が
下
っ
て
機
械
印
刷
が
主
と
な
っ
て
来
れ
ば
、

祭
礼
準
備
の
様
子
が
変
化
す
る
だ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
に
た
や
す
い
。

　

護
符
研
究
は
、
ま
だ
端
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。

註（１
）	

清
原
貞
雄
「
守
札
考
」『
郷
土
研
究　

三
（
四
・
五
）』
一
九
一
五
年

	

矢
部
善
三
『
神
札
考
』
素
人
社
書
屋　

一
九
三
四
年

（
２
）	

戸
川
安
章
「
守
札
と
出
羽
三
山
」『
民
具
マ
ン
ス
リ
ー　

二
〇
（
七
）』
神
奈
川
大

学
日
本
常
民
文
化
研
究
所 

一
九
八
七
年

	

西
海
賢
二
「
守
札
に
み
る
庶
民
信
仰
」『
民
具
マ
ン
ス
リ
ー　

二
〇
（
七
）』
神
奈

川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所 

一
九
八
七
年

（
３
）	

嶋
津
宣
史
「
護
符
と
神
棚
」
千
々
和
到
／
編
『
日
本
の
護
符
文
化
』
弘
文
堂　

二
〇
一
〇
年　

二
四
頁

（
４
）	

宮
代
町
教
育
委
員
会
／
編
『
宮
代
町
史
資
料 

第
九
集 

祈
り
の
札
』
宮
代
町
教
育

委
員
会　

一
九
九
六
年

（
５
）	

与
野
市
総
務
部
市
史
編
さ
ん
室
／
編
『
与
野
市
史
調
査
報
告
書
』
七　

与
野
市　

一
九
八
五
年



オオカミの護符の作成者について─ 37 ─
（
６
）	

鳩
ケ
谷
市
文
化
財
保
護
委
員
会
／
編
『
鳩
ケ
谷
市
の
文
化
財　

第
十
一
集　

社
寺

札
』　

鳩
ケ
谷
市
教
育
委
員
会　

一
九
八
六
年

（
７
）	

飯
能
市
郷
土
館
／
編
『
飯
能
市
郷
土
館
収
蔵
資
料
目
録
六　

護
符
・
版
木
な
ど
』

飯
能
市
郷
土
館 　

二
〇
一
四
年

（
８
）	

北
本
市
教
育
委
員
会
／
編
『
北
本
市
文
化
財
調
査
報
告
書 

第
一
九
集　

北
本
の

守
り
札
』
北
本
市
教
育
委
員
会　

二
〇
二
〇
年

（
９
）	

徳
島
県
立
博
物
館
／
編
『
徳
島
お
ふ
だ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
～
は
ら
い
た
ま
え
き
よ
め

た
ま
え
～
』
徳
島
県
立
博
物
館　

二
〇
二
一
年

（
10
）	

千
々
和
到
／
編
『
日
本
の
護
符
文
化
』
弘
文
堂　

二
〇
一
〇
年　

二
四
頁

（
11
）	

元
興
寺
文
化
財
研
究
所
人
文
科
学
研
究
室
／
編
『
奈
良
県
文
化
財
調
査
報
告 

第

三
五
集　

吉
野
山
有
形
民
俗
文
化
財
調
査
報
告
書
』
奈
良
県
教
育
委
員
会

	

一
九
八
一
年
な
ど

（
12
）	

浦
西
勉
「
村
落
社
会
に
残
る
オ
コ
ナ
イ
（
修
正
会
）
行
事
の
研
究
（
一
） 

─
江
戸

時
代
の
オ
コ
ナ
イ
記
録
か
ら
試
み
た
郷
村
的
オ
コ
ナ
イ
行
事
の
復
元
─
」『
奈
良

県
立
民
俗
博
物
館
研
究
紀
要　

一
七
』
奈
良
県
立
民
俗
博
物
館　

二
〇
〇
〇
年

（
13
）	

註
２
戸
川
前
掲
書

（
14
）	

註
10
前
掲
書

（
15
）	

小
倉
美
惠
子
『
オ
オ
カ
ミ
の
護
符
』
新
潮
文
庫　

二
〇
一
四
年

（
16
）	

松
場
正
敏
『
お
犬
様
の
御
札
～
狼
・
神
狗
・
御
眷
属
～
』（
第
三
版
）
私
家
本　

二
〇
一
六
年

（
17
）	

飯
塚
好
「
お
犬
さ
ま
信
仰
と
そ
の
周
辺 

秩
父
地
方
を
中
心
と
し
て
」
埼
玉
県
立

博
物
館
『
埼
玉
県
立
博
物
館
紀
要　

一
五
』
埼
玉
県
立
博
物
館　

一
九
八
九
年

（
18
）	

西
村
敏
也
「
狼
信
仰
に
関
す
る
一
試
論--

狼
信
仰
寺
社
と
そ
の
由
緒
」『
武
蔵
大
学

人
文
学
会
雑
誌　

四
一
（
二
）』
武
蔵
大
学
人
文
学
会　

二
〇
一
〇
年　

な
ど

（
19
）	

埼
玉
県
立
自
然
の
博
物
館
／
編
『
神
に
な
っ
た
オ
オ
カ
ミ
』
埼
玉
県
立
川
の
博
物

館　

二
〇
一
七
年

（
20
）	

長
瀞
町
教
育
委
員
会
／
編
『
持
田
鹿
之
助
日
記 

全
八
集
』
長
瀞
町　

二
〇
〇
一

─
二
〇
〇
七
年

（
21
）	

埼
玉
県
神
社
庁
神
社
調
査
団
／
編
『
埼
玉
の
神
社 

入
間　

北
埼
玉　

秩
父
』
埼

玉
県
神
社
庁　

一
九
八
六
年　

四
〇
八
─
四
一
三
頁

（
22
）	

長
沢
利
明
・
金
井
塚
正
道
「
岩
根
神
社
の
大
口
真
神
信
仰--

埼
玉
県
秩
父
郡
長
瀞

町
井
戸
」『
西
郊
民
俗　

一
九
三
』
西
郊
民
俗
談
話
会　

二
〇
〇
五
年

（
23
）	

蘆
田
伊
人
／
編
『
新
編
武
蔵
国
風
土
記
稿　

一
二
巻
』
雄
山
閣　

一
九
九
六
年　

一
二
五
頁

（
24
）	

埼
玉
県
熊
谷
市
原
島
、
三
島
神
社
に
あ
る
御
嶽
塚
に
含
ま
れ
る
明
治
一
八
年
八
月

建
立
「
大
巳
貴
命　

少
名
彦
命　

日
本
武
命
」
の
石
碑
に
は
祭
主
と
し
て
磯
部
染

吉
と
松
本
定
吉
の
名
前
が
並
ん
で
い
る
。

（
25
）	「
釜
山
神
社
」
と
「
釜
伏
神
社
」
は
、
混
在
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。『
持
田
日
記
』

で
は
、「
釜
伏
神
社
」
と
の
表
記
が
多
い
が
、
本
稿
で
は
現
在
正
式
名
と
さ
れ
て

い
る
「
釜
山
神
社
」
を
使
用
し
、
資
料
を
引
用
す
る
際
に
は
、
そ
の
表
記
に
準
じ

て
記
述
す
る
。

（
26
）	

蘆
田
伊
人
／
編
『
新
編
武
蔵
国
風
土
記
稿　

一
二
巻
』
雄
山
閣　

一
九
九
六
年　

一
二
九
頁

（
27
）	

埼
玉
県
／
編
『
武
蔵
国
郡
村
誌
第
七
巻
』　

埼
玉
県
立
図
書
館　

一
九
五
四
年　

六
四
頁

（
28
）	

寄
居
町
教
育
委
員
会
町
史
編
さ
ん
室
／
編
『
寄
居
町
史
編
さ
ん
調
査
報
告 

第
八

集　

寄
居
町
の
民
俗
』
寄
居
町
教
育
委
員
会　

一
九
八
二
年

（
29
）	

註
27
前
掲
書

（
30
）	

明
治
二
四
年
三
月
二
五
日
「
岩
信
方
へ
榛
名
大
神
ノ
判
、
大
札
、
小
札
、
中
符
、

御
霊
判
共
四
ツ
持
、
三
十
五
銭
貰
ふ
」
と
あ
る
。
ま
た
、
明
治
二
七
年
三
月
二
九

日
「
判
代
ハ
三
十
五
銭
ト
定
メ
」
と
あ
る
。

（
31
）	
東
洋
経
済
新
報
社
／
編
『
明
治
大
正
国
勢
総
覧
』
東
洋
経
済
新
報
社　

一
九
二
七

年　

三
四
八
頁

（
32
）	

井
上
幸
治
／
編
『
秩
父
事
件
史
料
集
成  

第
一
巻
』
二
玄
社　

一
九
八
四
年
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（
33
）	
埼
玉
県
神
社
庁
神
社
調
査
団
／
編
『
埼
玉
の
神
社 

大
里　

北
葛
飾　

比
企
』
埼

玉
県
神
社
庁　

一
九
九
二
年　

四
一
一
頁

（
34
）	
埼
玉
県
歴
史
教
育
者
協
議
会
／
編
『
風
布
の
百
年
：
秩
父
事
件
を
中
心
に
』
埼
玉

県
歴
史
教
育
者
協
議
会　

一
九
七
五
年　

一
頁


